
　　　令和８年度飯豊町脱炭素先行地域づくり事業（太陽光・蓄電池）補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条　この要綱は、環境省が公募する脱炭素先行地域に選定された本町の地域脱炭素移行・

再エネ推進事業計画（以下「町事業計画」という。）を推進するため、別表に規定する補助

対象者が同別表に規定する補助対象事業を行うのに要する経費について町長が予算の範囲内

で交付する補助金に関し、飯豊町補助金等の適正化に関する規則（昭和５３年規則第３号。

以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条　この要綱における用語の定義は、二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金（地域脱炭素

移行・再エネ推進交付金）交付要綱（令和４年３月３０日環政計発第２２０３３０１号）及

び地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領（令和４年３月３０日環政計発第２２０３３

０３号。以下「国実施要領」という。）に定めるところによる。 

２　前項のほか、この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

（１）　補助対象地域　飯豊町内 

（２）　再エネ１００パーセント電力　再生可能エネルギー（太陽光、風力、水力、バイ

オマス、地熱）によって発電された電力をいう。 

（補助金の種類等） 

第３条　補助対象設備、補助対象事業、補助対象者、補助要件、補助対象経費及び補助金額等

は、別表に定めるとおりとする。ただし、補助金の交付は、補助対象者が設置する一の設備

に対しそれぞれ１回限りとし、補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨て

る。 

２　前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付対象としな

い。 

（１）　補助対象地域に住所を有しない者で、かつ、第１２条に規定する実績報告書の提出

期日までに補助対象地域に住所を有する見込みがない者 

（２）　設備を導入しようとする建物を賃借している者 

（３）　飯豊町暴力団排除条例（平成２４年条例第１号）第２条第２号に規定する暴力団員、

同条第３号に規定する暴力団員等及びこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者 

（４）　自己及び同一世帯に属する世帯員全員が町税（国民健康保険税を含む。）、介護保

険料、水道料及び保育料等行政サービスを受けるうえで本町に納付義務が発生している公

的な納付金について滞納がある者 

（５）　設置する設備について、他の法令並びに予算制度等に基づき国、県又は本町が実施

する他の補助金の交付を受けている者 

（６）　前５号に掲げる者のほか、補助金を交付することが適当でないと町長が認める者 

（交付の申請等） 

第４条　補助金の交付の申請をしようとする者は、令和８年度飯豊町脱炭素先行地域づくり事

業（太陽光・蓄電池）補助金交付申請書（様式第１号）に別表に掲げる書類を添えて、補助

対象事業に着手する前に町長が別に定める日までに提出しなければならない。 



（交付決定の通知） 

第５条　町長は、前条に規定する交付申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び

必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等を交付すべきものと認めたと

きは、すみやかに補助金の交付の決定をするものとし、その内容及びそれに付した条件を交

付決定通知書（様式第２号）により補助金の交付申請をした者に通知するものとする。 

（交付決定の条件） 

第６条　この補助金の交付の決定には、次の条件を付すものとする。 

（１）　設備を導入する建築物の使用電力を、再エネ１００パーセント電力にし、補助対象

事業の完了年度の翌年度から起算して５年以上継続すること。 

（２）　減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）で定める

期間（以下「法定耐用年数」という。）を経過するまでの間、補助対象事業により取得し

た温室効果ガス排出削減効果についてＪ－クレジット制度の登録を行わないこと。 

（３）　第５条の規定に基づいて補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」とい

う。）は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産について、管理するため

の台帳を備え、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、

補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。 

（４）　規則第２２条ただし書に規定する町長が定める期間は、法定耐用年数とする。 

（５）　財産処分に係る承認申請、承認条件その他必要な事務手続については、環境省所管

の補助金等で取得した財産の処分承認基準について（平成２０年５月１５日付環境会発第

０８０５１５００２号大臣官房会計課長通知。この号において「財産処分承認基準」とい

う。）の例による。また、財産処分承認基準第４に定める財産処分納付金について、環境

大臣又は地方環境事務所長が定める期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、

その未納に係る日数に応じて民法（明治２９年法律第８９号）第４０４条第１項の規定に

よる法定利率により計算した延滞金を徴するものとする。 

（変更の承認申請） 

第７条　補助事業者が、規則第７条第１項第１号の変更をしようとする場合は、令和８年度飯

豊町脱炭素先行地域づくり事業（太陽光・蓄電池）補助金変更承認申請書（様式第３号）を、

町長に提出し、その承認を受けなければならない。 

２　規則第７条第１項第１号に定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。 

（１）　補助金の交付決定額に影響を及ぼすことがないもの 

（２）　補助対象事業の趣旨を変更するものではない事業計画の細部の変更 

（３）　前２号に掲げるもののほか、その他町長が軽微な変更と認める事項 

３　町長は、前項の申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、結果を、令和８年

度飯豊町脱炭素先行地域づくり事業（太陽光・蓄電池）補助金変更承認（不承認）書（様式

第４号）により補助事業者に通知するものとする。 

（施工業者の要件） 

第８条　補助対象事業における施工業者は、補助対象設備を設置した実績があり、当該事業を

適正に施工できる者であること。 

（補助事業者の責務） 

第９条　補助事業者及び導入した設備を使用する者は、次に掲げる責務を負う。 



（１）　環境省への実績値の報告を目的に、法定耐用年数を経過するまでの間、導入した設

備の稼働量データ及び設備を導入した建築物の電力使用量データの提出を通じ、本町が実

施する調査に協力しなければならない。 

（２）　太陽光発電設備を設置した補助事業者は、補助事業が完了した年度の翌年度から起

算して５年度に限り、令和８年度飯豊町脱炭素先行地域づくり事業（太陽光・蓄電池）自

家消費量に関する報告書（様式第５号）に太陽光発電の自家消費率を証するものを付して、

町長が指定する日までに報告しなければならない。 

（３）　前２号に掲げるもののほか、町事業計画の実現のため、町長が協力を求めるときは、

これに協力するよう努めること。 

（交付の決定の取消し等） 

第１０条　町長は、補助事業者が次に掲げる要件に該当したときは、交付決定の全部若しくは

一部を取り消し、補助金の全部又は一部を返還させることができる。 

（１）　偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

（２）　第３条第２項各号のいずれかに該当することが判明したとき。 

（３）　第６条第１号から第３号までの条件又は第９条各号の責務を果たさなかったとき。 

２　町長は、前項の規定並びに規則第１０条第１項、第１７条第１項及び第２項の規定により

交付の決定を取り消し、又は変更したときは、補助事業者に令和８年度飯豊町脱炭素先行地

域づくり事業（太陽光・蓄電池）補助金交付決定取消通知書（様式第６号）により通知する

ものとする。 

（報告等） 

第１１条　町長は、この要綱の施行に必要な限度において、補助事業者に対し、補助金の交付

に関し、遂行状況、経理状況等の必要な事項について、令和８年度飯豊町脱炭素先行地域づ

くり事業（太陽光・蓄電池）実績(又は状況)報告書（様式第７号）により報告をさせ、検

査し又は指示することができる。 

２　町長は、補助事業者が取得した補助対象設備の適正かつ円滑な運営を図るため、必要に応

じて現地調査を行うことができる。 

（実績報告） 

第１２条　規則第１４条に規定する実績報告は、令和８年度飯豊町脱炭素先行地域づくり事業

（太陽光・蓄電池）実績(又は状況)報告書（様式第７号）により行い、その提出期限は、

補助対象事業に係る工事の完了の日から３０日を経過する日又は令和９年２月末日のいずれ

か早い日とし、添付すべき書類は、別表のとおりとする。 

（補助金の額の確定） 

第１３条　町長は、補助事業者から前条に規定する実績報告書の提出を受けたときは、書類の

審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金交付の決定内容及びこれに付した条件

に適合するものであるかどうかを確認し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額

を確定し、令和８年度飯豊町脱炭素先行地域づくり事業（太陽光・蓄電池）補助金額確定通

知書（様式第８号）により補助事業者に通知するものとする。 

（補助金の請求） 

第１４条　補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、前条に規定する補助金額確

定通知書を受け取った後において、令和８年度飯豊町脱炭素先行地域づくり事業（太陽光・



蓄電池）補助金請求書（様式第９号）を町長に提出しなければならない。 

２　町長は、前項の規定による適正な請求があったときは、速やかに補助金を交付するものと

する。 

（手続の委任） 

第１５条　申請者は、提出書類の作成及び提出を施工業者に委任することができる。 

（書類の整備保管） 

第１６条　補助事業者は、補助金について経理を明らかにする帳簿を作成し、補助対象事業の

完了年度の翌年度から起算して５年間保存しなければならない。 

２　補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産は、法定耐用年数を

経過していない場合においては、前項の規定にかかわらず、当該期間が経過するときまで財

産管理台帳その他関係書類を整理保管しておかなければならない。 

３　前２項の規定に基づき保管すべき帳簿等のうち、電磁的記録により保管が可能なものは、

電磁的記録によることができる。 

（その他） 

第１７条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

 

　　　附　則 

　（施行期日） 

１　この要綱は、公布の日から施行する。 

別表（第１条、第３条、第４条及び第１２条関係） 

 太陽光 蓄電池

 

補助対象設備

太陽光発電設備。ただし、出力４.

７ｋＷ以上１０ｋＷ未満のものに

限る。

再生可能エネルギー発電設備によ

って発電した電気を蓄電し、平時

において充放電を繰り返すことを

前提とした、停電時のみに利用す

る非常用予備電源でない蓄電池。

 

補助対象事業

施工業者に行わせる補助対象設備

を導入する事業であって、国実施

要領　別紙１（以下「国実施要領

別紙１」という。）の２ア（ア）

に定める交付要件を満たすもの。

ただし、整備する設備は、商用化

され、導入実績があるものとし、

中古設備は交付対象外とする。

施工業者に行わせる補助対象設備

を導入する事業であって、国実施

要領　別紙１（以下「国実施要領

別紙１」という。）の２イ（エ）

に定める交付要件を満たすもの。

ただし、整備する設備は、商用化

され、導入実績があるものとし、

中古設備は交付対象外とする。

 

補助対象者

以下のいずれにも該当する者とする。 

１　補助対象地域に住所を有する者又は第１２条の実績報告提出までに

補助対象地域に住所を有する者 

２　以下のアからエ（以下「住宅等」という。）に、補助対象設備を新

規に設置する者 

ア　自ら所有し居住する一戸建て住宅 

イ　自ら所有し居住するために新築する一戸建て住宅 

ウ　居住の用に供する床面積が当該建築物の延べ床面積の１／２以上を

占める併用住宅 



 エ　ア～ウの敷地及び附属する車庫、小屋及び物置等 

３　第三者所有型である電力購入契約（PPA モデル）又はリース契約で

の導入としない者

 

補助要件

国実施要領別紙１の２ア（ア）の

交付要件に定めるとおりとする。 

なお、次に掲げる要件に留意する

こと。 

１　再生可能エネルギー電気の利

用の促進に関する特別措置法

（平成２３年法律第１０８号）

に基づく固定価格買取制度（Ｆ

ＩＴ）の認定又はＦＩＰ（Ｆｅ

ｅｄ ｉｎ Ｐｒｅｍｉｕｍ）制

度の認定を取得しないこと。 

２　電気事業法第２条第１項第５

号ロに定める接続供給（自己託

送）を行わないものであるこ

と。 

３　本事業により導入する補助対

象設備で発電する電力量の３

０％以上を住宅等（併用住宅の

場合は、併用部分を除く。）で

消費すること。 

４　余剰電力を売却する場合は

「山形県民みんなで地産地消電

力買取プラン」に登録されてい

る小売電気事業者に売電するこ

と。

国実施要領別紙１の２イ（エ）の

交付要件に定めるとおりとする。 

 

補助対象経費

国実施要領別表第１（交付対象事業費：設備整備事業）に定めるとおり

とし、下記機器代及び機器設置工事費とする。

 １　太陽電池モジュール 

２　架台 

３　電力変換装置（パワーコンデ

ィショナー等） 

４　保護装置 

５　接続箱 

６　直流側開閉器 

７　交流側開閉器 

８　配線及び配線器具 

９　発電量等の計測機器及び通信

機器一式 

１０　建材一体型太陽光発電設備 

１１　その他付属機器ならびに対

象システムの設置に必要な工事

にかかる経費

１　蓄電池本体 

２　電力変換装置（パワーコンデ

ィショナー等） 

３　配線及び配線器具 

４　その他付属機器ならびに対象

システムの設置に必要な工事に

かかる経費

 

補助金額

補助対象経費の合計額の２／３

(１,０００円未満の端数が生じた

場合、これを切り捨てるものとす

補助対象経費の合計額の３／４

(１,０００円未満の端数が生じた

場合、これを切り捨てるものとす



 る。) 

交付限度額は、１,０４０千円を上

限とする。

る。) 

交付限度額は、１,１８０千円を上

限とする。

 

補助金交付申

請書の添付書

類

１　交付申請概要書 

２　見積書の写し（機器ごとに事業費が区分でき、補助対象経費の内訳

が明記されているもの） 

３　世帯員全員の納税証明書 

４　調査同意書 

５　住民票謄本 

６　機器の仕様書又はカタログ（メーカー、型番、性能等が分かるも

の） 

７　地図、平面図（設置する箇所が分かるもの）、機器配置図、システ

ム系統図、単線結線図等 

８　その他町長が必要と認める書類

 ９　登記事項証明書 

１０　設計図（太陽電池モジュー

ルの面積、設置角度、設置方

向、設置箇所及び架台の高さが

分かる図面） 

１１　太陽電池の最大出力値の合

計が確認できるものの写し

９　設計図

 

補助事業実績

報告書の添付

書類

１　実績報告概要書 

２　補助対象事業に係る支出を証する書類の写し（補助対象事業に係る

経費の内訳が明記されていない場合は、補助対象事業に係る経費の内

訳書類又はこれに代わるもの） 

３　住民票謄本（申請後に居住した者に限る。） 

４　契約書の写し 

５　設備の導入前、施工中及び導入後の写真（導入の前後で同じ位置か

ら撮影すること。機器の型式が分かるように撮影すること。導入後に

導入を目視で確認することができない場合は、写真で導入を確認でき

るように撮影すること。） 

６　設備を導入した建築物の使用電力を再エネ１００パーセント電力に

したことを証する書類（契約した小売電気事業者名、プラン名及び契

約日が確認できるもの） 

７　交付申請時から変更がある場合にあっては、導入設備の実際の設置

図（平面図、機器配置図、システム系統図、単線結線図、設計図等） 

８　その他町長が必要と認める書類

 ９　登記事項証明書（申請後に所

有した者に限る。）


